
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久慈市地域公共交通計画 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年３月 
 

久慈市 
 

 



 

 

  



 

 

は じ め に 

 

 

久慈市の公共交通については、モータリゼーションの進展による生

活スタイルの変化や人口減少などにより、利用者が減少しています。

一方、高齢化の進展や免許返納に伴う移動手段の代替として、公共交

通に求められる役割は高まっている状況です。 

このような状況に鑑み、当市では「子どもたちに誇れる 笑顔日本

一のまち 久慈」を基本理念に掲げた第２次総合計画の重点戦略の一

つに「みんなに愛されるマイバス・マイレールプロジェクト」を位置付

けました。そして第２次総合計画のもと、市内の公共交通ネットワー

クの確保・充実を図るため、地域にとって望ましい公共交通網の姿を明らかにする「久慈市地域公

共交通網形成計画」を平成 31 年３月に策定し、市内各地域を結ぶ市民バスの運行や各種利用促進

事業等、公共交通の確保・充実に努めてまいりました。 

このたび策定いたしました「久慈市地域公共交通計画」は、「久慈市地域公共交通網形成計画」を

見直し、公共交通ネットワークの確保・充実に加え、公共交通サービスを総合的に捉え改善や充実

に取り組み、市民にとって利用しやすく、将来にわたり持続可能な交通体系を構築するための、公

共交通のマスタープランとしての役割を果たす計画です。 

 本計画の基本方針と目標の達成を目指し、市民、交通事業者、関係機関等、皆様と一体となって、

将来にわたり持続可能な公共交通体系の実現に向けて引き続き各種施策を進めてまいります。 

結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見やご提言をいただきました久慈市地域公共交通会議

委員の皆様をはじめ、各種調査にご協力いただきました多くの市民や関係機関の皆様に感謝申し上

げますとともに、今後とも本計画の推進に対し、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げま

す。 

 

2024 年（令和６年）3 月 

               久慈市長  遠 藤 譲 一 
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１． 計画の概要 
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１-１ 計画の背景と目的 

○市内の公共交通は、三陸鉄道リアス線、JR 八戸線、路線バス（岩手県北自動車株式会社（以下、

岩手県北バスという）、ジェイアールバス東北株式会社（以下、JR バス東北という））、市民バ

ス、タクシーがそれぞれ運行しており、市民の日常生活に欠かせない移動手段となっています。

しかしながら、人口減少や自家用車の普及などにより、公共交通の利用者は年々減少し、公共

交通機関の維持確保が大変厳しい状況となっていたことから、本市は、令和元年 3 月に「久慈

市地域公共交通網形成計画」（以下、網形成計画という）を策定し、持続可能な公共交通体系の

構築を進めてきました。 

○そして、令和２年度には地域公共交通活性化再生法等が改正され、都道府県と市町村が協働し

て策定する地域公共交通計画の普及と計画の実効性の確保が促進されました。 

○地域公共交通活性化再生法等の改正を踏まえつつ、本市における公共交通のあり方から具体的

な再編内容まで検討し、市民にとって利用しやすく、将来にわたり持続可能な交通体系を構築

し、公共交通のマスタープランとなる「久慈市地域公共交通計画」（以下、本計画という）を策

定することを目的とします。 

 

１-２ 計画の位置づけ 

○本計画には、「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明らかにする「マスタープ

ラン（ビジョン＋事業体系を記載するもの）」としての役割を果たすことが求められています。 

○「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」とは、言い換えれば「地域の将来像の実

現に向けた公共交通のあるべき姿」です。本計画においては、地域の公共交通を最大限活用す

るとともに、地域の輸送資源を総動員する具体策を盛り込むことで、まちづくり全般（都市計

画、福祉、観光、教育等）とも連携・整合を図り、地域が一丸となって推進することが重要で

す。 

○そのため、本計画は最上位計画である『第２次久慈市総合計画』に示される将来像の実現に向

けて『公共交通のあるべき姿』を示すものであることから、これらの計画をはじめとする関連

計画との整合を図るとともに、国が示す法律なども踏まえ、本計画を位置づけます。 

 

 

図 計画の位置づけ  

上位計画

第２次久慈市総合計画
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〇SDGs（持続可能な開発目標）との関係性について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１-３ 計画の区域 

○本計画の区域は、久慈市の全域を対象とします。 

 

 

１-４ 計画の期間 

〇本計画の計画実施期間は、2024 年度（令和 6 年）から 2028 年度（令和 10 年）までの 5 カ年

とします。 

〇なお、本計画に示す内容等については、最上位計画である『第２次久慈市総合計画』の計画期

間中の見直しや社会情勢等の変化等、公共交通に関する状況に変化が生じた場合には、必要に

応じて見直しを図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇SDGs（持続可能な開発目標）とは、平成 13 年

に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後

継として、平成 27 年 9 月の国連サミットで採

択された「持続可能な開発のための 2030 アジ

ェンダ」にて記載された平成 28 年から令和 12

年までの国際目標です。 

〇SDGs は、貧困、エネルギー、成長・雇用、気候

変動など、持続可能な社会のための 17 のゴール

と 169 のターゲットから構成されています。 

〇本計画では、基本目標に SDGs と関連性がある

目標を整理します。 

 

図 計画期間 
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１-５ 計画の対象となる交通手段 

○本計画の対象は、鉄道・路線バス・市民バス・タクシー等の公共交通を基本としつつ、スクー

ルバス等との連携・役割分担も含めて取り扱います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 対象となる交通手段 
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２． 久慈市の公共交通の概要 
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２-１ 久慈市の公共交通（全体） 

〇市内には、岩手県北バス及び JR バス東北が運行し、盛岡市・二戸市・洋野町方面へ運行する都

市間連携軸（路線バス）が３路線運行しているほか、交通事業者が運行する基幹交通軸（市民

バス）が７路線運行しています。また、都市間連携軸（鉄道）は JR 在来線のほか、第三セクタ

ーとして運行する三陸鉄道リアス線が運行しています。 

〇公共交通ネットワークをみると、久慈駅を中心（交通結節点）として放射線状に広がっている

特徴を有しています。 

 

図 現在の公共交通ネットワーク 
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表 現在の公共交通のネットワーク 

 機能等 交通モード 主な対象 

○市と他都市との広域的な

移動（日常生活、観光等）

を支える路線 

○中心拠点及び交通結節点

となる 

都市間連携軸 

鉄道 
ＪＲ八戸線 

三陸鉄道リアス線 

路線バス 

平庭高原線（白樺号） 

二戸・久慈線（スワロー号） 

久慈・大野線 

○市内の各地域と市街地の

移動を支える路線 
基幹交通軸 市民バス 

市民バス 

デマンドタクシー 

○個別の移動需要に対応す

る交通 
その他 タクシー タクシー 

 

２-２ 都市間連携軸（鉄道）の概要 

〇市内には東日本旅客鉄道株式会社（以下、JR 東日本という）が運行する JR 八戸線があります。

八戸線は、青森県八戸市の八戸駅から岩手県久慈市の久慈駅を結ぶ JR 東日本の鉄道路線（地

方交通線）です。2011 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）で全線が不通と

なっていましたが、2012 年 3 月 17 日までに全面復旧しました。 

〇第三セクターとして三陸鉄道が運行するリアス線は、岩手県大船渡市の盛駅と同県久慈市の久

慈駅を結ぶ、三陸鉄道の鉄道路線の総称です。 

 

２-３ 都市間連携軸（路線バス）の概要 

〇市内には JR バス東北の久慈―二戸間を運行する二戸・久慈線（スワロー号）と、久慈―盛岡間

を運行する平庭高原線（白樺号）があり、１日 3～5 往復しています。 

〇岩手県北バスは久慈―陸中大野駅間を結ぶ久慈・大野線を１日４往復程度運行しています。 

 

２-４ 基幹交通軸（市民バス）の概要 

〇市内を運行する基幹交通軸（市民バス）は定時定路線型の市民バス全７路線と予約運行型のデ

マンドタクシー２路線があり、久慈駅を中心に放射線状に広がっています。 

 

２-５ その他の移動手段 

〇高速バスは盛岡～九戸・久慈間を結ぶ久慈こはく号と舞浜・東京～盛岡・久慈間を結ぶ岩手き

ずな号の２路線が運行しています。 
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３． 現計画の検証 
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３-１ 久慈市地域公共交通網形成計画の振り返り 

〇現行の久慈市地域公共交通網形成計画では、「子どもたちに誇れる 笑顔日本一のまち 久慈」

を将来像として掲げ、その実現に向けて 4 つの基本方針、６つの基本目標と各事業を位置付け

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計 画 名：久慈市地域公共交通網形成計画 
計画区域：久慈市全域 
計画期間：令和元年度から令和５年度の５ヵ年計画 
策定目的：久慈市が目指す将来像の実現に向けて、公共交通のあるべき姿を示すとともに、久慈

市の公共交通が抱える問題・課題等に対して、将来的にも市民の生活を支える“持続
可能な公共交通”の構築に向けた考え、取り組みなどを定める。 

■基本目標 

基本目標１：市内外の連携を支える公共交通ネットワークの形成 

基本目標２：久慈市街地へのアクセス性の確保 

基本目標３：市街地の移動の利便性の向上 

基本目標４：地域ごとの効率的な公共交通体系の構築 

基本目標５：市民・事業者・行政の適切な役割分担 

基本目標６：新たな利用者の獲得・利用促進 

■目標達成のための施策 

事業１：路線バスの生産性向上に向けた市民バスの再編・見直し 

事業２：市街地内移動の利便性向上に向けた市民バスの再編・見直し 

事業３：実績と実情を踏まえた市民バスの再編・見直し 

事業４：交通サービスの効率化に向けた地域内交通等の見直し 

事業５：協働による地域内交通の導入検討 

事業６：待ち合い環境や案内等の充実による拠点機能の強化 

事業７：公共交通の協働サポート事業の検討 

事業８：地域・利用者・交通事業者との意見交換会の開催 

事業９：観光等と連携した企画の実施 

事業１０：運賃体系の見直し検討 

事業１１：バス停などの利用環境の改善 

事業１２：公共交通マップ・総合時刻表の作成 

事業 13：愛着事業（PR イベント・乗り方教室等）の実施 

事業 14：モビリティ・マネジメントの実施 

 

子どもたちに誇れる 笑顔日本一のまち 久慈 理念 

市内・市外の交流活性化に資する公共交通 
（まちの持続性） 

基本方針１ 

過度に自動車へ依存しない暮らしを支える公共交通 
（公共交通の利便性） 

基本方針２ 

誰もが利用しやすく・事業者も運行しやすい公共交通 
（公共交通の効率性） 

基本方針３ 

協働により育まれる強固な基盤の公共交通 
（公共交通の持続性） 

基本方針４ 
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３-２ 施策の実施状況 

○現行の久慈市地域公共交通網形成計画（令和元年度～令和５年度）では、路線の効率化や運行

形態の見直しなどを中心に取り組んだ一方、検討にとどまったものもあります。 

 

表 事業の実施概要 

 

  

令和
元年

令和
2年

令和
３年

令和
４年

令和
５年

路線バスの利用が優先されるように経路を
見直し
侍浜線、川代線、大野線のダイヤ調整

R1：路線バスの利用が優先されるように経路を見直し
R1：侍浜線、川代線、大野線のダイヤ調整

市民バスにおける久慈駅、県立久慈病院、や
ませ土風館などの主要拠点間の運行間隔平
準化

R1：市民バスにおける久慈駅、県立久慈病院、やませ
土風館などの主要拠点間の運行間隔平準化

地域の実情を踏まえた市民バスの再編・見
直し

R1：侍浜線・久慈海岸線のフリー区間設定、休日を市
日限定で増便
R1：川代線の平日・休日の市日を増便
R1：新町循環線を駅循環へ変更、平日増便、休日減便
R1：日吉循環線の平日増便、休日減便
R1：市民バス山形線の運行開始
R１：津内口デマンドタクシーにバス停追加
R１：根井デマンドタクシーにバス停追加
R2：久慈海岸線のフリー区間修正
R3：スワロー号の経路変更

地域内交通における統合・集約化

地域内の移動手段を必要とする地域におい
て、地域等との協働による移動手段の導入

中心拠点・地域拠点における待合環境や案
内等の充実
公共交通同士のダイヤの見直しによる接続
性の向上

R1：情報交流センターYOMUNOSUの整備
R１：侍浜線にやませ土風館バス停を追加
R１：川代線にやませ土風館バス停を追加
R１：新町線の自動車学校前、生出町バス停を廃止
R１：日吉循環線にやませ土風館のバス停を追加
R１：山根線にやませ土風館のバス停を追加
R１：久慈海岸線にやませ土風館のバス停を追加
R１：津内口デマンドタクシーにやませ土風館のバス停
を追加
R１：根井デマンドタクシーにやませ土風館のバス停を
追加
R4：きずな号の経路変更（延伸）
R4：白樺号　バス停新設

市民におけるマイバス・マイレール意識の醸
成

地域・利用者との意見交換会の開催
R1～R4：市民バス運行事業者意見交換会（偶数月に
開催）
R1～R4：大野線担当者会議（毎月開催）

公共交通の利用企画を実施
随時：スワロー号利用促進事業を開催
随時：白樺号利用促進事業を開催
随時：三陸鉄道利用促進事業を開催

分かりやすい運賃体系の検討

バス停やバス車両などの利用環境の改善

公共交通に係る総合的なマップ作成
総合時刻表の作成

R3：時刻表作成・Googleマップ上の経路検索を整備

公共交通に関するPRイベントの開催
随時：イベント時における公共交通PRブースの設置
随時：乗り方教室の実施

高校生などを対象としたモビリティ・マネジ
メントの実施

事業―１２
公共交通マップ・総合時刻表の
作成

事　業 概要

年　次

事業ー１
路線バスの生産性向上に向け
た市民バスの再編・見直し

事業―２
市街地内移動の利便性向上に
向けた市民バスの再編・見直し

事業―３
実績と実情を踏まえた市民バ
スの再編・見直し

事業―４
交通サービスの効率化に向け
た地域内交通等の見直し

事業―5
協働による地域内交通の導入
検討

事業―6
待ち合い環境や案内等の充実
による拠点機能の強化

事業―７
公共交通の協働サポート事業の
検討

事業―１４
モビリティ・マネジメントの実施

事業―８
地域・利用者・交通事業者との
意見交換会の開催

事業―９
観光等と連携した企画の実施

事業―１０
運賃体系の見直し検討

事業―１１
バス停などの利用環境の改善

未実施

事業―１３
愛着事業（PRイベント・乗り方
教室等）の実施

未実施

実施内容

未実施

未実施

未実施

未実施

整備・適宜更新

再編

整備

意見交換会の実施

利用促進策の実施

再編

再編

PR等の実施
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３-３ 目標指標の達成状況 

○現行計画の計画期間内における目標（数値指標）の達成状況は下表のとおりであり、４つの目

標のうち目標達成はありませんでした。 

〇なお、目標未達成の要因として、新型コロナウイルス感染拡大の影響により様々な活動自粛を

求められたことが要因になっている面もあるため留意する必要があります。 

 

 

表 数値目標の達成状況 

 
〇：達成、□：達成はしていないが改善がみられた、△：改善がみられない 

 

  

現 状 目標 評 価 達成状況

9.18
（H2９）

9.18
（R5）

7.12
（R4）

△

59,644
（H29）

70,000
（R5）

46,235
（R4）

△

10,974
（H30）

11,000
（R5）

9,077
（R4）

△

951.9
（H29）

950.0
（R5）

1292.0
（R4）

△

数値指標

中心市街地の歩行者通行量
（4日間の調査をもとに算出）

市民バス等の確保・維持に掛かる
利用者一人当たりの財政負担額

鉄道・路線バスの市民
一人当たりの年間利用者数

市民バスの年間利用者数
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（参考）指標に係る数値の推移 
①都市間連携軸（鉄道・路線バス）の利用者数 

〇国道 281 号の都市間連携軸（路線バス）を優先にすることとして、基幹交通軸（市民バス）の

運行を見直しましたが、思うように利用者の増加につながりませんでした。 

○都市間連携軸（鉄道・路線バス）の利用者数は 2018 年から 2019 年にかけては概ね横ばいに推

移していたものの、2020 年度には前年比 71.7％まで大幅に減少しており、新型コロナウイル

ス感染拡大による行動制限やリモート勤務・授業の拡大などを踏まえた外出機会の減少の影響

が大きく起因しているものと考えられます。 

○2020 年度から 2022 年度にかけては利用者数が横ばいで推移しており、大幅な減少にはつなが

っていないものの、コロナ禍以前の利用者数への回復には至っていない状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 都市間連携軸（鉄道・路線バス）の利用者数 

資料：交通事業者提供資料  

207,234 198,041 189,905 

141,480 142,401 146,867 

119,819 
117,018 118,087 

79,408 74,907 83,531 

327,053 
315,059 307,992 

220,888 217,308 
230,398 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

2017

（H29）

2018

(H30)

2019

(R1)

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

鉄道 路線バス
（単位：人）
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②基幹交通軸（市民バス）の年間利用者数 

○基幹交通軸（市民バス）の全路線の利用者数の推移をみると、2017 年度の 59,644 人に対し

2022 年度が 46,235 人と 13,409 人減少しています。特に久慈海岸線は、2022 年度までに 4,904

人と 37.2％減少しています。その背景として、2019 年度に小袖海岸を起点とし 7 月から 9 月

の期間で増便を図るなど観光利用を見据えた再編を実施しましたが、コロナ禍による外出自粛

などが起因し、利用者の増加には結びつかなかったと考えられます。また、山根線も利用者が

減少していますが、これまで利用の多かった新山根温泉べっぴんの湯の源泉減少により営業を

休止せざるを得ない状況となり、それが起因して利用者減少につながったものと考えられます。 

〇また、土日祝日の市日便を追加しましたが、利用者は増加しませんでした。 

○一方、山形線は、基幹交通軸（市民バス）が運行していない地域に対する移動手段として導入

した結果、利用者数増加につながったと考えられます。また、川代線は、下りの運行本数を２

本に増便し土日祝日の市日便の運行へと拡大し利便性を向上させた結果、利用者の増加につな

がりましたが、費用対効果から見ると想定したほどの増加にはなりませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 基幹交通軸（市民バス）の路線別利用者数の推移 

資料：交通事業者提供資料 

  

7,253 7,525 6,772 5,223 5,434 4,855 

2,726 2,745 3,238 
3,274 3,409 3,279 

14,281 12,307 11,664 
11,076 10,223 

8,252 

11,538 
11,647 11,277 

10,509 10,473 
9,313 

9,496 
9,326 

8,782 

6,402 5,920 

6,578 

13,194 
12,262 

12,438 

9,079 8,386 
8,290 

5,846 

6,597 
5,809 

4,986 

1,065 
901 

725 

844 
765 

600 

91 
98 

82 

78 
69 

82 

59,644 
56,811 

60,824 

53,082 
50,488 

46,235 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2017

（H29）

2018

(H30)

2019

(R1)

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

侍浜線 川代線 新町線

日吉循環線 山根線 久慈海岸線

山形線 津内口デマンドタクシー 根井デマンドタクシー（単位：人）
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③中心市街地の歩行者通行量 

○網形成計画策定後からこれまでに久慈駅前広場整備事業や複合施設整備事業（久慈市情報交流

センター YOMUNOSU｜よむのす）により中心市街地の拠点を整備しました。 

〇また、三陸沿岸道の開通に伴い久慈インターチェンジが整備され、交通アクセスの向上に伴う

来訪者の増加が見込まれました。しかし、中心市街地の歩行者通行量の推移をみると、2018 年

度の 10,974 人から 2022 年度の 9,077 人と 1,897 人減少しています。 

〇要因として、中心市街地の人口減少に加え、新型コロナウイルス感染拡大による行動制限によ

り、イベント事業等の実施が難しく歩行者通行量の減少につながった可能性があります。 

 

 

図 中心市街地の歩行者通行量 

資料：商工会議所の通行量調査  

10,974 

9,266 8,946 

8,031 

9,077 
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2,000

4,000
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8,000

10,000

12,000
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(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

（単位：人）
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④基幹交通軸（市民バス）等の財政負担総額と利用者 1 人当たりの財政負担額の推移 

○2018 年度末に策定した網形成計画に基づき、2019 年度から基幹交通軸（市民バス）の再編・

見直しを実施し、利便性の向上を図りましたが、財政負担に対して利用者が想定したほど増加

せず、財政負担額が増加しました。 

〇また、2019 年度以降はスクールバスと患者輸送バスが増加傾向にあり、1 人当たりの財政負担

額も 1,000 円を上回っています。 

〇基幹交通軸（市民バス）、スクールバス、患者輸送バスがそれぞれに運行することで、経路や運

行目的の重複による非効率な運行につながっているものと懸念されるため、リソースを統合し、

効率化を図る必要があります。 

 

 

図 基幹交通軸（市民バス）等の財政負担総額と利用者 1 人当たりの財政負担額の推移 

資料：交通事業者提供資料 

  

33,412 34,095 
49,181 51,803 51,801 51,820 

12,909 12,960 

43,483 43,501 36,839 41,267 36,203 37,151 
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市民バス 通学支援バス スクールバス 患者輸送バス 1人あたり

（単位：千円） （単位：円/人）
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４． 公共交通を取り巻く課題 
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課題１：市街地における魅力向上に向けた回遊性の向上 

〇本市では鉄道駅である久慈駅を中心としたまちづくりを進めてきており、市街地周辺への都市

機能の集積などが進められてきています。 

○また、久慈駅周辺だけではなく、天神堂・栄町地区や小久慈地区、長内地区のエリアなどでは、

従来から人口が集積しており、現在も一定程度の人口が集積するエリアとなっています。 

○公共交通においても、網形成計画に基づき基幹交通軸（市民バス）の見直しを行い、市街地に

おける利便性の向上に向けた取り組みを進めています。 

○一方、基幹交通軸（市民バス）による市街地での運行頻度は、県立久慈病院などへのアクセス

性は一定程度確保されていますが限られたリソース（車両・乗務員・財源など）で運行してい

ることもあり、市街地及び人口密集エリアにおける運行頻度は総じて高くない状況にあります。 

○市街地等のさらなる活性化に向けては、市街地の主要拠点間の移動しやすさの向上や、居住地

としての暮らしやすさ・魅力向上などを図ることが重要であり、基幹交通軸（市民バス）を中

心とした見直しにより、市街地でのさらなる利便性の向上を図ることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 基幹交通軸（市民バス）の区間別の運行頻度（便/日） 
※市民バスのみの運行頻度であり、民間事業者の路線バスの運行頻度は含まれていません。 

資料：久慈市  

 

県立久慈病院などへの運行

頻度は高いが、市街地内で

の運行頻度は低い 

久慈 SC 

久慈市役所 

県立久慈病院 

久慈高校 

久慈東高校 

久慈駅 

道の駅くじ 
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課題２：各地域と市街地を結ぶアクセス手段の適切な確保 

○商業施設や病院などの主要な施設は中心市街地の周辺に立地しており、市民においても買い物・通

院の日常生活の移動では市街地へ移動する実態がみられます。 

○こうした移動特性に合わせて各地域から市街地へのアクセス手段として基幹交通軸（市民バス）を

はじめとした公共交通サービスを提供していますが、特に基幹交通軸（市民バス）の運行頻度は 1

日当たり２～3 往復程度であり、一部の路線ではこれに加えて曜日を限定した運行となっているな

ど、利便性が高くない状況です。 

○なお、各路線の現在の利用者数が多くないことから、運行本数の増加などの検討には結びついてい

ないものの、地域の実情に適した運行方法・サービス水準への見直しにより、市民が日常生活の移

動手段として認識を高め、利用につながることも期待されます。 

○地域により人口の集積状況なども異なっていることから、各地域の特性に合わせて、適切な運行方

法を選定しつつ、利便性の向上に向けた検討を行うことが必要です。 

○また、各地域と市街地への移動に対応するとともに、市外への移動の対応も考慮することが重要で

あるため、市内移動への対応を基本としつつ、広域的な公共交通（都市間連携軸（鉄道・路線バス））

との接続についても留意することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 買い物の移動先              図 通院の移動先 
資料：R4市民アンケート調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 基幹交通軸（市民バス）の区間別の運行頻度（便/日） ※再掲  

※市民バスのみの運行頻度であり、民間事業者の路線バスの運行頻度は含まれていません。 

資料：久慈市 
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課題３：各地域内の鉄道や路線バス・市民バスへの接続性の向上等 

○本市では都市間連携軸（鉄道・路線バス）・基幹交通軸（市民バス）・デマンドタクシーを中心

として、市民の移動手段確保を行っていますが、人口が広い範囲に分散している郊外部の地域

においては、公共交通の乗降場所までの距離が遠いなど、十分にカバーしきれていない範囲も

存在しています。 

○なお、山形地域については、各地域から山形診療所までの移動手段として患者輸送バスを運行

していますが、あくまで山形地域内の各地区から診療所までの移動に対応するものであること

から、都市間連携軸（路線バス（JR バス東北・白樺号））との接続はあまり考慮されていませ

ん。また、宇部地域においては、三陸鉄道リアス線の陸中宇部駅が立地しているものの、駅ま

での距離が離れたエリアがあるなど、アクセス性が良くない状況です。 

○このほか、基幹交通軸（市民バス）が既に運行する地域においても、バス停までの距離が遠く

不便に感じるエリアがあるなどの問題も散見していることから、各地域内において地域に適し

た移動手段の確保が必要です。 

○加えて、市街地周辺においては広域道の駅の整備に伴う移動ニーズの変化を勘案し、適宜見直

しを行うなど地域内での移動の利便性の向上を図ることが必要です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共交通の運行状況及びバス停 300ｍカバー圏域 

資料：久慈市  
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課題４：都市間連携軸（鉄道）の維持に向けた更なる利用促進の検討 

○都市間連携軸（鉄道）については、他都市から本市への移動手段であるほか、本市から八戸市・

宮古市などの沿岸部の都市への日常生活の移動手段（広域的な連携軸）として重要な役割を果

たしています。 

○他方、都市間連携軸（鉄道（JR 八戸線・三陸鉄道リアス線））の利用者数の減少については、

網形成計画にも問題点として示していましたが、依然として減少傾向にあり、先述のとおり、

コロナ禍により 2020 年度からは大幅に利用者数が減少しています。 

○JR 八戸線については鮫駅～久慈駅間の平均通過人員が 318 人/日であり、営業係数1は 2,422 円

であるなど、採算性の低い状況となっています。 

○都市間連携軸（鉄道）の利用促進に向けて、本市ではさまざまな企画等を行ってきていますが、

今後も広域的な連携軸として都市間連携軸（鉄道）を確保・維持するため、さらに利用促進を

進め、利用者の拡大を図ることが必要です。 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
     図 久慈駅（JR 八戸線・三陸鉄道）の年間乗車人数    図 都市間連携軸（鉄道）の 
                                   利用促進策の例 

資料：交通事業者提供資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 100円の収入を上げるのに要した費用を示す指標 
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課題５：観光振興に向けた市内の各拠点への移動手段確保の検討 

○本市への観光入込客数（直近 5 年間）は、2017 年から 2019 年にかけて微増傾向にありました

が、2020 年においては新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、前年比 5 割以下に減少

し、2021 年度にかけても回復の兆しはみられません。 

○一方、2022 年度においては、ウィズ・アフターコロナに向けて国や県、市町村、民間事業者に

おいて観光施策の再開を進める動きが続いており、今後は観光入込客数の回復に期待されると

ころです。 

○本市は久慈海岸や久慈琥珀博物館、もぐらんぴあ水族館、山根温泉、平庭高原など、多くの観

光資源を有しており、これらの地点に対して公共交通でのアクセス手段（基幹交通軸（市民バ

ス）など）もある程度確保しているところではありますが利便性が高くなく、多様化する観光

客の移動ニーズに十分に対応しきれていない実態です。 

○なお、観光客の移動については、時期やイベントなどによって流動的であり、さらに本市内に

留まらず広域的な観光移動を行うことも多いことにも留意することが重要です。 

○このため、本市の公共交通については、市民の生活交通としての役割を基本としながらも、観

光客の移動ニーズ等を踏まえて、休日の運行の見直しを検討することが必要です。 

○また、観光振興には、公共交通と観光施策との連携が不可欠であることから、利用者のニーズ

に対応した体制の構築を行うことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 久慈市の年間観光入込客数 

資料：岩手県観光統計 
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課題６：公共交通に対する新たな利用者の取り込みが必要 

○公共交通（都市間連携軸（鉄道・路線バス）・基幹交通軸（市民バス））の年間利用者数は過去

5 年間で、全体的に減少傾向にあり、2020 年には新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり大

幅に利用者が減少しています（基幹交通軸（市民バス）については、2019 年に山形線の運行開

始により、全体利用者数が一時的に増加したものの、その後は減少傾向）。 

○現在では徐々にコロナ禍以前の生活に戻りつつあり、通勤や通学、通院など、生活に必要不可

欠な移動については日常的に行われているものの、公共交通の利用者数は回復しきれていませ

ん。 

○一般的に公共交通のメインユーザーは高校生や高齢者など、自由な移動に制約を持つ年齢層が

中心であり、本市の公共交通利用者の年齢層もおおよそ同様の傾向にありますが、一方で、高

校生や高齢者などの年齢層においても、家族などの送迎による移動の割合が多くなっています。 

○公共交通の利用者減少の背景として、コロナによる大きな外部要因はありながらも、その上で

メインユーザー層における新たな利用の取り込みが充分に図られていないことが要因として

大きいものと考えられます。 

○このため、高校生や高齢者などの移動に制約を抱える市民において、公共交通に対する意識の

醸成やターゲットを絞った利用促進などを行うことにより、新たな利用の取り込みを図ること

が必要です。 

○また、そうした利用の基盤を確保した上で取り組みの対象を市民全体に拡大し、さらなる新た

な利用の取り込みを検討することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 都市間連携軸(鉄道・路線バス)の年間利用者数の推移   図 高校生の通学手段(好天時・登校) 

資料：久慈市                        資料：R4高校生アンケート調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年齢別の公共交通の利用の有無（直近 3 カ月以内） 図 公共交通未利用者の現在の移動手段 

資料：R4市民アンケート調査  
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課題７：公共交通に係る各種情報の発信強化が必要 

○市では網形成計画に基づき、基幹交通軸（市民バス）の再編や時刻表の見直しなどを進めたほ

か、公共交通のデータ化（GTFS データ化）を行い、Google マップ上でも経路検索可能とする

など、情報提供などの改善も進めています。 

○これらの取り組みについて、市民の約 1～2 割程度が取り組みを行ったことを「知っている」

と回答しているものの、多くが「知らない」と回答しており、特に普段の利用に影響のある利

用者層においても「知らない」と回答する割合が高い傾向がみられます。 

○公共交通を利用していない市民が「知っている」と回答していることに関しては、周知・広報

が全体的に行われていると一定程度プラスの評価ができるものと思われますが、利用者に対し

て十分な周知・広報ができていない点についてはマイナスの評価であると考えられます。 

○使いやすい公共交通ネットワークを整備したとしても、それらを十分に認識されなければ意味

のないこととなるため、公共交通の見直しや新たな取り組みに関する周知・広報を行うととも

に、公共交通の運行に関することについても、情報発信・案内等の強化を図ることが必要です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 「市民バスの再編・見直し」に対する認知状況    図 「時刻表の見直し」に対する認知状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 「Google マップ上でバスの経路・時間を検索できるようになった」に対する認知状況 

資料：R4市民アンケート調査 
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課題８：公共交通を安全・安心に利用できる環境の確保 

○本市の公共交通ネットワークは久慈駅を中心に形成し、2020 年の久慈市情報交流センター

YOMUNOSU の整備など、拠点性の向上に向けた取り組みを進めています。 

○久慈駅周辺や道の駅くじやませ土風館、県立久慈病院などの利用が多い拠点においては屋内で

の待合スペースの確保や、案内・誘導などの整備を行い、待ちやすく・情報がわかりやすい状

態になっているものと考えられます。 

○一方、市内の各所に設置されるバス停については、一部では盤面等の劣化（文字のかすれ、情

報の欠損など）がみられるほか、上屋やベンチなども十分に設置されているとは言えない状況

にあります。 

○全てのバス停において待合環境を整備することは現実的ではないものの、一定程度利用がみら

れるバス停などについては整備を検討するほか、周辺の施設（商店・施設など）を活用した待

合スペースの確保や、地域の協力による待合環境の改善など、着手可能な範囲から改善を行い、

誰もが公共交通を安全・安心に利用できる環境を確保することが必要です。 

 

 

課題９：利用しやすさの向上に向けた各種設備等の充実 

○本市の基幹交通軸（市民バス）については、路線ごとに計 4 社へ委託して運行を行っており、

車両の調達についても各社で行っていることから、会社により車両が異なる状況にあります。 

○また、車両の設備においても各社により異なっており、IC カードの実装が行われている会社は

4 社中 1 社であるなど、設備環境においても会社ごとに差が生じている状況です。 

○また、昨今の AI・ICT 技術の進展に伴い、公共交通の利便性向上やサービス改善の検討に対し

てこれらの技術やデータを活用するケースも多く見られており、本市においてもさらなる利便

性・効率性を図る上では、こうした新たな技術の取り込みも重要であると考えられます。 

○このため、利用者における利用しやすさの向上に向けて、車両の設備などの改善を進めるとと

もに、可能なかぎり同一の基準での基幹交通軸（市民バス）の運行に向けた協議・調整を進め

ることが重要です。 

○また、市全体の公共交通の利便性・効率性の向上に向けて、新たな技術の活用についても視野

に入れ、本市における活用方策についての研究などを進めることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 基幹交通軸（市民バス）の車両の例（左：岩手県北バス、右：ヒカリ交通） 
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５． 計画の基本方針・基本目標 
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５-１ 基本方針 

〇下図は本計画の前計画となる『久慈市地域公共交通網形成計画』における基本方針を示した

ものの、計画策定から 5 年が経過した現在も以下の基本方針が大きく変わるような状況に変

化していないことから、本計画においてもこの基本方針を引き継ぐこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇久慈圏域の中核として市内外の連携を支えるとともに、市内における地域間の連携強化を支え、

さらなる交流活性化に資する公共交通をめざす。 

 

 

〇学生も高齢者も、誰もが気軽に外出・移動できる環境を整え、自動車が無くても安心して暮ら

すことができる生活を支える公共交通をめざす。 

 

 

〇地域の特性や市民ニーズに応じた公共交通サービスを提供するとともに、交通事業者も将来に

わたって無理なく運行することができる公共交通をめざす。 

 

 

〇市民・事業者・行政などの様々な主体の協働のもと、みんなで取り組み、みんなで育み、将来

的にも持続性が高く、強固な基盤をもった公共交通をめざす。  

■本市がめざす将来像 

子どもたちに誇れる 笑顔日本一のまち 久慈 

■久慈市の公共交通の課題 

〇市街地における魅力向上に向けた回遊性の向上 

〇各地域と市街地を結ぶアクセス手段の適切な確

保 

〇各地域内の鉄道や路線バス・市民バスへの接続

性の向上等 

〇都市間連携軸（鉄道）の維持に向けた更なる利

用促進の検討 

〇観光振興に向けた市内の各拠点への移動手段確

保の検討 

〇公共交通に対する新たな利用者の取り込みが必

要 

〇公共交通に係る各種情報の発信強化が必要 

〇公共交通を安全・安心に利用できる環境の確保 

〇利用しやすさの向上に向けた各種設備等の充実 

■関連計画から公共交通に求められる役割 

【市全体のまちづくりを支える役割】 

【市街地中心部へのアクセス性や回遊性を

確保する役割】 

【公共交通事業の確保維持の役割】 

【地域全体で公共交通を支える体制整備】 

 

■検討にあたり留意すべき事項 

〇国・県における公共交通を取り巻く環境の

変化 

○新たなサービス（MaaS など） 

市内・市外の交流活性化に資する公共交通（まちの持続性） 基本方針１ 

過度に自動車へ依存しない暮らしを支える公共交通（公共交通の利便性） 基本方針２ 

誰もが利用しやすく・事業者も運行しやすい公共交通（公共交通の効率性） 基本方針３ 

協働により育まれる強固な基盤の公共交通（公共交通の持続性） 基本方針４ 
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５-２ 基本目標 

〇前述のとおり、基本方針は引き継ぐ形としますが、これまでに示した公共交通を取り巻く環境

の変化や本市が抱える課題などを踏まえることで、新たに将来像の実現に向けた 4 つの基本目

標を設定し、各種施策・事業の展開により目標の達成を目指します。 

〇施策・事業の展開による基本目標の達成を適切に効果測定するため、それぞれの基本目標に対

して指標・数値目標を設定し、随時達成度合いのモニタリング等を行い、目標の確実な達成を

目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内・市外の交流活性化に資する公共交通（まちの持続性） 

過度に自動車へ依存しない暮らしを支える公共交通（公共交通の利便性） 

誰もが利用しやすく・事業者も運行しやすい公共交通（公共交通の効率性） 

基本方針１ 

基本方針２ 

基本方針３ 

基本方針４ 協働により育まれる強固な基盤の公共交通（公共交通の持続性） 

●基本目標 ●地域公共交通の課題 

〇日常生活を支える移動手段として、少子高
齢化、免許返納の増加等の利用需要に応じ
た柔軟な交通サービスの提供を目指しま
す。 

みんなで創る公共交通ネット
ワーク 

目標１ 

快適に使える公共交通ネット
ワーク 

目標３ 

〇利用者目線に立ち安全で快適な待合環境の
整備を目指します。また、運行情報・利用
方法・乗り換え案内等の情報を充実すると
ともに多様な媒体で情報を発信すること
で、誰もが取得しやすいサービス提供を目
指します。 

目標４ 

〇交通事業者（運行・運営）、利用者（運賃
収入）、行政（国・県・市の補助など）で
創ることを基本としつつ、公共交通沿線の
施設や関係者の協力を得ながら持続性を高
める仕組みを目指します。 

〇市内と隣接自治体を結ぶ都市間連携軸や幹
線交通を確保・維持するとともに、支線交
通を地域の実情に応じた運行内容へ見直
し、市民の生活や交流を支える移動手段と
して、確保・維持を図ります。 

交流を促す公共交通ネット 
ワーク 

目標２ 

〇観光振興に向けた市内の各拠点への移動

手段確保の検討 

 

 

 

〇市街地における魅力向上に向けた回遊性

の向上 

 

 〇各地域と市街地を結ぶアクセス手段の適

切な確保 

 

 

 

〇各地域内の鉄道や路線バス・市民バスへ

の接続性の向上等 

 

 

 

 

〇都市間連携軸（鉄道）の維持に向けた更

なる利用促進の検討 

 

 

 

〇公共交通に対する新たな利用者の取り込

みが必要 

 

 

 

〇公共交通に係る各種情報の発信強化が必

要 

 

 

 

 

〇公共交通を安全・安心に利用できる環境

の確保 

 

 

 

 

 

〇利用しやすさの向上に向けた各種設備等

の充実 

 

 

 



 

30 

 

 

 

  

目標１ 
高校生や高齢者等の市民にも使いやすい 

公共交通ネットワーク 

  

目標の概要 
・日常生活を支える移動手段として、少子高齢化、免許返納の増加等の利

用需要に応じた柔軟な交通サービスの提供を目指します。 

数値目標 

の設定 

指標１：基幹交通軸（市民バス）の年間利用回数 

概要 

市民バスの利用回数から市街地及び郊外部における利便

性の高い移動手段が確保・維持されているかを評価しま

す。 

数値目標 

(R10) 
２.０回／年（R４時点では１.４回／年） 

算出方法 

基幹交通軸（市民バス）の利用者/久慈市の総人口から利

用回数を算出します。 

※基幹交通軸（市民バス）の利用者：交通事業者からの提

供データを活用 

※久慈市の総人口：住民基本台帳データを活用 

目標２ 交流を促す公共交通ネットワーク 

  

目標の概要 

・市内と隣接自治体を結ぶ都市間連携軸や幹線交通を確保・維持するとと

もに、支線交通を地域の実情に応じた運行内容へ見直し、市民の生活や

交流を支える移動手段として、確保・維持を図ります。 

数値目標 

の設定 

指標２：都市間連携軸（路線バス）の利用者数 

概要 
都市間連携軸（路線バス）の利用者数から、広域の移動手

段が確保・維持されているかを評価します。 

数値目標 

(R10) 
100,000 人／年（R４時点では 83,531 人） 

算出方法 

都市間連携軸（路線バス）の利用者数を用います。 

※都市間連携軸（路線バス）の利用者：交通事業者からの

提供データを活用 
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目標３ 快適に使える公共交通ネットワーク 

  

目標の概要 

・利用者目線に立ち安全で快適な待合環境の整備を目指します。また、運

行情報・利用方法・乗り換え案内等の情報を充実するとともに多様な媒

体で情報を発信することで、誰もが取得しやすいサービス提供を目指し

ます。 

数値目標 

の設定 

指標３：情報発信に関する認知度 

概要 
情報発信により利用促進を図る環境が整備されているか

を評価します。 

数値目標

(R10) 
１２.０％（R４時点では１０.８％） 

算出方法 

市民アンケート結果における「Google マップ上でバスの

経路・時間を検索できるようになった」における「知って

いる」の割合を算出します。 

※アンケート結果を活用 

目標４ みんなで創る公共交通ネットワーク 

  

目標の概要 

・交通事業者（運行・運営）、利用者（運賃収入）、行政（国・県・市の補

助など）で創ることを基本としつつ、公共交通沿線の施設や関係者の協

力を得ながら持続性を高める仕組みを目指します。 

数値目標 

の設定 

指標４：地域協議会設置数 

概要 
公共交通への興味・関心を高め、公共交通を考える場が整

備されているかを評価します。 

数値目標

(R10) 
２地域（R４時点では０地域） 

算出方法 地域協議会の設置地域数を算出します。 
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全体的

な指標 
公共交通の財政負担額 

  

数値目標 

の設定 

指標５：基幹交通軸（市民バス）の利用者一人当たりの財政負担額 

概要 

多様な連携により、さまざまな目的に公共交通を活用し、

使われる機会を増やすことで、公共交通に対する財政負担

額が増加する中にあっても、現状と同じ程度の水準を確保

することを目標とします。 

数値目標

(R10) 
1,100 円／人（R４時点では 1,121 円／人） 

算出方法 

基幹交通軸（市民バス）の財政負担額/基幹交通軸（市民

バス）の利用者から一人当たりの財政負担額を算出しま

す。 

※基幹交通軸（市民バス）の利用者：交通事業者からの提

供データを活用 

※基幹交通軸（市民バス）の財政負担額：交通事業者から

の提供データを活用 
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６． 目標達成に向けた施策・事業 
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６-１  本計画の施策・事業 

〇本計画の施策・事業一覧を以下のとおりとします。 

 

表 施策・事業一覧 

【計画の目標】 【施策体系】 

目標①： 

高校生や高齢者等の市民にも使

いやすい公共交通ネットワーク 

施策１：地域間の移動を支え連携を促す公共交通ネット 

ワークの利便性向上 

事業１-１ 地域の実情に応じた公共交通の検討 

事業１-２ 公共交通機関同士の接続性の向上 

事業１-３ 公共交通以外の移動手段との統合 

目標②： 

交流を促す公共交通ネット 

ワーク 

施策２：市街地の賑わいを支える公共交通ネットワークの 

利便性向上 

事業２-１ 日中帯における主要拠点を運行する区間の単純化 

事業２-２ 基幹交通軸（市民バス）以外の移動サービスの検討 

 

施策３：広域の移動を支える公共交通ネットワークの  

確保・維持 

事業３-１ 都市間連携軸（鉄道）の確保・維持 

事業３-２ 都市間連携軸（路線バス）の確保・維持 

事業３-３ 観光施設へのアクセス手段の確保・利便性の向上 

目標③： 

快適に使える公共交通ネット 

ワーク 

施策４：関係機関と取り組む分かりやすい・利用しやすい 

利用促進の展開 

事業４-１ 利用促進ツールの作成・発信 

事業４-２ オープンデータの活用 

事業４-３ 北いわて MaaS への基幹交通軸（市民バス）の参画 

事業４-４ 待合環境の整備 

事業４-５ 基幹交通軸（市民バス）における IC カードの導入 

事業４-６ 車両環境の統一化 

目標④： 

みんなで創る公共交通ネット 

ワーク 

施策５：多様な主体との連携による体制づくり 

事業５-１ モビリティ・マネジメントの推進 

事業５-２ 高齢者の交通支援制度の拡充 

事業５-３ 地域住民との協働による移動手段の確保 
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事業１-１：地域の実情に応じた公共交通の検討 

【実施主体：久慈市、市民バス事業者】 

〇地域の移動実態に応じて地域間の移動を支える基幹交通軸（市民バス）の運行経路・時間・運

行日を見直します。 

〇地域間の都市間連携軸（鉄道・路線バス）の接続性向上を図るため、基幹交通軸（市民バス）

のダイヤを見直します。 

〇通学に利用できるよう、高校生の通学に利用されている路線は運行経路の変更及びダイヤの見

直しを検討します。 

○利用の少ない路線・区間や存続が難しい路線は需要に応じて運行形態や運行内容の見直し、効

率化を図ります。 

〇なお、路線の見直しを検討するにあたり、利用実績やビッグデータ（IC カード、バスロケーシ

ョンシステムなどの車両の運行情報データなど）を基に需要の多寡に応じた適正なサービス水

準（路線数・便数・車両総台数等）を見定めながら検討を進めます。 

 

表 基幹交通軸（市民バス）の見直しイメージ（案） 

項目 内容 

侍浜線 移動実態に合わせた運行経路、運行日の見直し 

川代線 運行経費を考慮した運行形態の検討 

新町線 都市間連携軸との競合区間の再検討 

日吉循環線 現状維持を想定しつつ、利便性向上に向けて検討を進める 

山根線 現状維持を想定しつつ、利便性向上に向けて検討を進める 

山形線 経路の延伸 

久慈海岸線 運行経路の変更 

津内口デマンドタクシー 現状維持を想定しつつ、利便性向上に向けて検討を進める 

根井デマンドタクシー 現状維持を想定しつつ、利便性向上に向けて検討を進める 

 

  

地域間の移動を支え連携を促す公共交通ネット 
ワークの利便性向上 

施策１ 
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事業１-２：公共交通機関同士の接続性の向上 

【実施主体：久慈市、鉄道事業者、路線バス事業者】 

〇複数の公共交通機関と相互乗り継ぎができるように公共交通を方面別に分かりやすく「可視化」

します。 

〇久慈駅において、特に都市間連携軸（鉄道）からの乗り継ぎが多い時間帯（通勤・通学の多い

朝の時間帯など）、観光などの利用が見込まれる曜日・時間帯について、市内の公共交通の接続

時間が適切になるように調整し、接続性の向上を図ります。 

○各交通機関でダイヤ改正の時間差による接続性の一時的な損失を防ぐため、関係者間（交通事

業者、行政）でのダイヤ改正情報を共有します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 中心拠点・乗り継ぎ拠点における乗り換えイメージ     図 バスの可視化イメージ 

 

表 接続性の向上イメージ 

項目 内容 

バス停の乗り継ぎ

抵抗を軽減 

〇駅前広場に複数の公共交通機関を乗り入れさせ、同じ場所で乗り継ぎができるように

して物理的な抵抗を軽減する。 

バスの可視化 
〇数字＋終着地や数字＋方面＋終着地等を表示して「目的地にたどり着くためにはどの

バスに乗車すれば良いか」を分かりやすく提供します。 

接続ダイヤの検討 〇公共交通機関同士の運行ダイヤを調整し、乗り継ぎ時間を短くします。 

 

 

事業１-３：公共交通以外の移動手段との統合 

【実施主体：久慈市、市民バス事業者、医療機関、教育機関】 

〇基幹交通軸（市民バス）の運行経路やダイヤを調整し、スクールバスや患者輸送バスの利用者

が基幹交通軸（市民バス）を利用出来るように見直しを検討します。 

 

 

  

都市間連携軸
基幹交通軸

久慈駅

①地域

②地域

③市街地

交通結節点
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事業２-１：日中帯における主要拠点を運行する区間の単純化 

【実施主体：久慈市、路線バス事業者、市民バス事業者】 

〇市街地内の利便性向上に向け、久慈駅、県立久慈病院の主要拠点を運行する区間について、わ

かりやすい時刻表・バス表示などへの改善と運行経路の変更を検討します。 

〇また、利便性向上を図るとともに施策 4 と組み合わせてサービスを可視化し認知度向上を図り

ます。 

 

  

図 まちなか周遊区間のイメージ  

道の駅くじ 久慈ＳＣ久慈駅
久慈
市役所

北回り

南回り

道の駅くじ

県立久慈
病院

久慈ＳＣ久慈駅
久慈
市役所

現状

見直し後

主要な施設を通過
しない路線がある。
※山形線、侍浜線など

路線によって回り
順が異なる

回り方を統一し
分かりやすくする

主要施設を通過し、
どの路線に乗って
も同じ目的施設に
到着できるように
見直す

県立久慈
病院

久慈駅で北回りと
南回りの乗り換え
ができる

市街地の賑わいを支える公共交通ネットワークの 
利便性向上 

施策２ 

侍浜線

川代線

新町線

日吉循環線

山形線

凡例

久慈海岸線

山根線
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事業２-２：基幹交通軸（市民バス）以外の移動サービスの検討 

【実施主体：久慈市、交通事業者】 

〇市街地における交通空白地域の解消に向け、都市間連携軸（路線バス）と基幹交通軸（市民バ

ス）ではカバーしきれないエリアを対象にデマンド交通2の導入を検討します。 

〇運行形態を見直す場合は、AI を活用したデマンド交通の導入を検討し、複数のエリア間におけ

る効率的で最適な配車（複数の交通事業者の車両運用を含む）の実現や、事前及びリアルタイ

ムな予約・配車による利便性の向上、電話に加えて常時対応可能なアプリでの予約受付などの

実現を目指します。 

○将来的に、複数モード（都市間連携軸（鉄道・路線バス）・市民バス・乗用タクシー・施設送迎

バス等）を束ねた新たな交通サービス「MaaS」の構築に向け、AI を活用した交通以外との連

携を見据えたシステム構築について検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 基幹交通軸（市民バス）以外の移動サービス検討区域 

 

  

 

 

 

 

 

図 AI デマンド交通のイメージ  

 
2 デマンド交通とは、予め決められた範囲内で予約に応じて運行する交通サービスのこと。 

県立久慈病院 
久慈東高校 

久慈高校 

久慈 SC 

道の駅くじ 

久慈市役所 
久慈駅 

■時刻表の制限なし 

■利用直前でも随時予約可能 

■今までの予約方法はそのま

まにスマートフォンからも

予約可能 
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事業３-１：都市間連携軸（鉄道）の確保・維持 

【実施主体：久慈市、鉄道事業者、関係市町村】 

〇岩手県地域公共交通計画と連携し、広域的な公共交通ネットワークの確保・維持に努めます。 

〇日常生活の移動手段として通勤・通学・通院に利用されている三陸鉄道リアス線、JR 八戸線に

関して、近隣自治体と連携しながら確保・維持を図ります。 

〇交通結節点における都市間連携軸（路線バス）及び基幹交通軸（市民バス）と都市間連携軸（鉄

道）の接続性向上に向けダイヤを見直します。 

〇都市間連携軸（鉄道）の利用促進事業を継続します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 利用促進事業の実施状況（三陸鉄道リアス線ツアーの様子） 

資料：久慈市 

事業３-２：都市間連携軸（路線バス）の確保・維持 

【実施主体：久慈市、バス事業者、関係市町村】 

〇岩手県地域公共交通計画と連携し広域的な公共交通ネットワークの確保・維持に努めます。 

○地域間幹線系統は、地域公共交通確保維持改善事業を活用しつつ路線の確保・維持を図ります。 

〇都市間連携軸（路線バス）の利用促進事業を継続します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 利用促進事業の実施状況（左：久慈・大野線ツアーの様子、右：久慈・大野線ツアーのチラシ） 

資料：久慈市  

広域の移動を支える公共交通ネットワークの  
確保・維持 

施策３ 



 

40 

事業３-３：観光施設へのアクセス手段の確保・利便性の向上 

【実施主体：久慈市、鉄道事業者、観光施設、タクシー事業者】 

〇これまで取り組んできている観光客向けサービスを更に継続・拡充させ、観光二次交通の充実

を図ります。 

〇観光施設へのアクセス手段に向け、関係機関と協議・検討します。 

 

表 観光分野との連携 

項目 内容 

観光分野との連携 

○観光客向けの周遊バスの導入 

○観光地で体験できる様々なメニューと公共交通のチケットをセットにした観光

向けパスの販売 

○観光客向けの情報媒体に公共交通に関する情報（アクセス手段、時刻など）を

盛り込むよう関係団体に依頼 

○イベント時に合わせて、公共交通の利用に特典を付与したキャンペーンを開催 

〇外国人観光客を想定した多言語化マップの作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■取り組み事例（福島県南会津町） 
 
〇町内の観光周遊を促すため、観

光協会が主体となった観光タク

シープランを企画・販売してい

る。観光地へ直接行けるシャト

ルバスプランのほか、貸し出す

時間を決め、時間内であれば自

由に利用できるフリープランも

ある。 
 
（参考）南会津町 HP：

https://www.town.minamiaizu.lg.

jp/ 
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事業４-１：利用促進ツールの作成・発信 

【実施主体：久慈市、鉄道事業者、路線バス事業者、市民バス事業者、タクシー事業者】 

○新たな交通手段の導入や路線再編・見直しに合わせて市内の公共交通等をより多くの市民・来

訪者等に利用してもらうため、都市間連携軸（鉄道・路線バス）・市民バス・タクシー・その他

の移動手段や中心拠点・乗り継ぎ拠点等の情報を分かりやすくした「総合案内マップ」等の作

成を行います。 

〇作成した利用促進ツールはホームページへの掲載や広報誌を活用した配布を始め、 SNS

（YouTube、Facebook 等）の活用、商業・観光・医療機関・地元集会所等にも配布し幅広く、

周知します。 

○都市間連携軸（路線バス）の運行状況をリアルタイムで提供するバスロケーションシステムを

活用し、利用者への運行情報を提供し、利用促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
参考 にかほ市公共交通マップ           参考 路線別時刻表（青森県八戸市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 バスロケーションシステム（岩手県北バス）  

関係機関と取り組む分かりやすい・利用しやすい 
利用促進の展開 

施策 4 
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事業４-２：オープンデータの活用 

【実施主体：久慈市、鉄道事業者、路線バス事業者、市民バス事業者】 

○都市間連携軸（路線バス）及び基幹交通軸（市民バス）のダイヤや運賃を国の指定様式（GTFS-

JP）へ変換し、データの公表を進めるとともに、データ更新を適切に行い、最新の情報を乗合

情報案内事業者等に提供します。 

○オープンデータを活用し、多くの経路検索や経路案内アプリで簡単に検索ができるようにする

等、情報の提供を強化します。 

 

 

図 オープンデータの展開イメージ 

  

公共交通オープンデータ
センター

インターネットなどを通じて、
標準プロトコル、

標準データ形式で提供

鉄道関連データ

施設等のデータ バス関連データ

サービス開発者

サービス開発者

サイネージ

一般利用者
（お客様）

一般利用者
（お客様）
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事業４-３：北いわて MaaS への基幹交通軸（市民バス）の参画 

【実施主体：久慈市、鉄道事業者、路線バス事業者、市民事業者】 

○市内の公共交通や施設送迎バス等の運行情報のオープンデータ化を行い、都市間連携軸（鉄道・

路線バス）・デマンド交通等の一体的な情報発信等の活用方法について、国の動向を見据えた検

討を行います。 

○市内の様々な公共交通や施設送迎バス等を束ねた一体的なサービス提供を行い、自家用車への

過度な依存から脱却し、公共交通が移動の選択肢として選ばれることを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 MaaS3イメージ 

 

 

 

 

  

 
3 MaaSとは、バスや鉄道、タクシー、飛行機など、すべての交通手段による移動を一つのサービスに統合し、ルート検索から支払

いまでをシームレスにつなぐ概念のことを指します。MaaSのシステムを導入し、広げていくことで、手段ごとに違う方法でサー

ビスを使用している形から一つのアプリで完結させることができるようになります。 

■取り組み事例 
 
〇盛岡～二戸～久慈～宮古を一周できる「きたいわてぐるっとパ

ス」をはじめとした、北いわて域内で使用できる交通デジタル

チケットの購入・発券をスマホ上で行うことができます。ま

た、そのほか、乗り換え検索や観光施設情報等の閲覧、観光施

設で利用できるクーポン券の発券がスマホ一つで簡単便利に行

えるようになることから、更なる周遊性・回遊性の向上につな

がります。 
 

（参考）北いわて MaaS HP：https://iwatemaas.jp/ 

 

新しい
生活様式
への対応

地域や観光地
における移動の
利便性向上

既存
公共交通の
有効活用

外出機会の
創出と
健康促進

販路拡大
と

地域活性化

多様な交通モードを
１つに束ねる

移動目的とも
結びつけ

観光

医療

福祉

商業
中活

教育

鉄道

バス タクシー

シェアサイクル カーシェア

抱える課題の解決
（イメージ）

MaaSイメージ

生活交通の
確保・維持

複数の移動手段
の経路検索・運
賃の一括支払い
等が可能

新たな移動手段
とも組み合わせ
が可能

関連サービスと
も組み合わせが
可能

MaaSにより蓄積
される膨大な移
動データを、地
域の交通計画や
まちづくり計画
に活用可能
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事業４-４：待合環境の整備 

【実施主体：久慈市、鉄道事業者、路線バス事業者、市民バス事業者、民間施設】 

〇道の駅いわて北三陸、道の駅くじやませ土風館、久慈市情報交流センターYOMUNOSU、県立

久慈病院に待合環境（誘導サイン・掲示物・デジタルサイネージ等）を整備します。 

〇運行情報の集約や雨風をしのげる上屋・ベンチを設置し待合環境の向上を図ります。また、バ

リアフリー化を推進するためバリアレス縁石を整備しバス停の縁石とバス車両間の隙間や高

さを最小限に抑えます。なお、郊外部等においては、バス停での待合環境が十分ではないこと

から、地域内の公共施設、スーパーやコンビニ等を乗り継ぎ拠点として位置づけ待合環境の充

実を図ります。 

〇運行情報は、複数の事業者の運行情報を集約し、デジタルサイネージやオンライン上での情報

提供を検討します。 

表 待合環境の整備イメージ 

項目 内容 

バスの可視化 
〇数字＋終着地や数字＋方面＋終着地等を車両や乗り場に表示して「目的地にたどり着

くためにはどの車両に乗車すれば良いか」を分かりやすく提供します。 

乗降場所における 

待合環境の整備 

〇車両が到着する前の間、雨をしのぎ快適に待てるように上屋やベンチを継続して整備

します。 

運行情報の発信 

〇デジタル技術を活用し運行情報（系統略図、経由地情報、乗り方案内、遅延情報等）

に加え、バスロケーションシステム等の運行情報（QR コード）を表示し、安心して

待てる環境を整備します。 

施設を活用した 

待合環境の整備 

〇敷地内への都市間連携軸（路線バス）等の乗り入れを継続し、利用方法などの案内板

を整備し待合環境の改善を図る。 

〇バス乗り場案内を設置するとともに乗り継ぎに配慮しバス乗り場を近接させ、アクセ

ス性の向上を図る。 

バリアフリー化 

〇バス乗降口と歩道部に隔たりがあるとベビーカーや車いす利用者などが一度道路へ

降り、道路と乗降口、道路と歩道部との段差を乗り越えてなくてはならない不便さの

解消に向け、バリアレス縁石の整備やノンステップ車両を導入し乗り降りしやすい環

境を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■取り組み事例（青森県十和田市） 

〇青森県十和田市では、中心市街地の中に「まちなか交通広場」を設置し上屋やベンチの他 オープ

ンデータを活用したデジタルサイネージを設置し、路線の到着予定時間、遅延状況、主な行先を表示

し快適で安心して待てる環境を整備している。 

 

図 （左）のりば案内 （中）デジタルサイネージ （右）スマートバス停 
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事業４-５：基幹交通軸（市民バス）における IC カードの導入 

【実施主体：久慈市、鉄道事業者、路線バス事業者、市民バス事業者】 

○利用者の利便性向上に加え、各種施策に活用できるデータ取得のために、IC カード等導入の検

討を行います。電子マネー機能により小銭から開放されるなど利用者側のメリット、柔軟な運

賃設定や乗降データの収集・分析に基づく運行計画の検討が可能となるなど事業者側のメリッ

トに加え、地域活性化の取り組み等との連携による社会的なメリットも期待されます。 

〇IC カードの利用実態を把握し、利用者の利便性向上や各種施策に活用できるデータの取得が可

能となります。 

〇取得したデータ（利用時間帯・乗降場所・属性など）を基に運行状況や利用実態（利用者数・

時間帯別利用者数・区間別利用者数・属性別利用者数 など）を適切に把握します。それらの

データを基に運行内容及び運行形態を見直す基礎データとして活用することで都市間連携軸

（路線バス）の利便性向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 IC カードの活用イメージ 

 

 

事業４-６：車両環境の統一化 

【実施主体：久慈市、路線バス事業者、市民バス事業者、タクシー事業者】 

〇基幹交通軸（市民バス）を対象に IC カード決済システムの導入に向け、関係機関と協議・調整

を図ります。 

〇基幹交通軸（市民バス）を運行する全車両に運賃表を表示し車両環境の統一を検討します。 

○車両更新の際に、高齢者等の利便性向上や低炭素な交通システムの実現のため、低床バス（ノ

ンステップバス、ワンステップバス）やハイブリットバス、電動バス、ユニバーサルデザイン

タクシーの導入を検討していきます。 
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事業５-１：モビリティ・マネジメントの推進 

【実施主体：久慈市、鉄道事業者、路線バス事業者、市民バス事業者】 

〇教育分野と連携し、子どもを対象とした公共交通の企画・実施を通して、公共交通に触れる機

会を創出します。 

〇普段公共交通を利用する機会が少ない小中学生を対象に、公共交通について考える機会を提供

し、将来の公共交通利用者の育成を図ります。 

〇市民と連携した取り組みとして、日ごろの外出を便利で快適にするための住民意見交換会（ワ

ークショップ）を実施し、実際に公共交通を利用する機会の提供などを通して、交通機関の使

い方を考え、体験することで、一人ひとりが、自分の目的に合わせて自家用車と公共交通を上

手く使い分けるという行動変化を促し、公共交通への利用転換を図るとともに、地域全体で公

共交通を支えるという活動につなげます。 

〇本市への転入者に対し、市内のバス路線図や公共交通の利用方法を掲載した冊子を配布し、移

動手段が固まっていない転入者に対して公共交通の利用を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 七夕装飾バス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

多様な主体との連携による体制づくり 施策５ 

■取り組み事例：乗り方教室 
 
 

 

左：福島県会津若松市           右：青森県八戸市 
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事業５-２：高齢者の交通支援制度の拡充 

【実施主体：久慈市】 

〇現在実施している高齢者運転免許証自主返納奨励事業を継続します。 

〇基幹交通軸（市民バス）運賃の上限額設定を継続します。 

〇シルバーパスの導入を検討します。 

 

 

事業５-３：地域住民との協働による移動手段の確保 

【実施主体：久慈市、路線バス事業者、市民事業者、タクシー事業者、住民組織】 

〇市内の地域間の移動を支える交通は基幹交通軸（市民バス）で対応し、地域内の移動を支える

交通はさまざまな選択肢を踏まえて、地域とともに最適な移動手段確保策を検討するため、事

業５-１と組み合わせて公共交通を考える場（地域協議会）の設立を支援します。 

〇また、具体的な移動手段確保策の検討を進めるため、地域で運行している移動手段や既存の公

共交通の利用状況等を整理し、交通事業者の協力と行政からの支援（事例紹介、アンケート調

査、専門家派遣、試験運行にかかる運行経費の一部補助など）のもと、地域の実情に合った移

動手段の確保方法を検討します。 

 

 

図 地域の実情に見合った交通手段の検討イメージ 

  

フィードバック

運行内容の検討

関係者調整

運行

既存の公共交通の見直し等を
検討

既存の公共交通の運行内容を
見直し

可能

新たな移動手段の検討 デマンド交通
自家用有償運送
許可・登録を要しない運送 など

他の運送形態の検討

地域協議会の設立

現状・問題点・課題点の抽出
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６-２ 公共交通ネットワークの将来像 

○地域公共交通網形成計画時点の考えを引き継ぎ、市内の各地域から市街地へのアクセス手段、

市街地における拠点間移動の手段など、市民の移動手段として将来的にも確保・維持を図りま

す。 

〇なお、地域の特性やニーズなどに応じて適宜見直しを図ることにより利便性・効率性を高めつ

つ、利用促進などの取り組みにより持続性の向上を図ります。 

 

 

 

図 公共交通の将来イメージ  

久慈

長内地域

小久慈地域

大川目地域

夏井地域

山形地域

山根地域

久慈地域

宇部地域

侍浜
地域

都市間連携軸を構成する路
線バスの確保・維持

都市間連携軸を構成する路
線バスの確保・維持

都市間連携軸を構成する路
線バスの確保・維持

利用実績とニーズによる見
直しを講じ、基幹交通軸を
構成する市民バスの利便性
向上を図る

中心部の利便性向上や交通
結節点の機能強化を図る

地域住民との協働による移
動手段の確保を検討

久慈・大野線
※地域間幹線系統

二戸・久慈線（スワロー号）
※地域間幹線系統

平庭高原線（白樺号）
※地域間幹線系統

鉄道駅

鉄道路線

交通結節点

都市間連携軸（鉄道）

都市間連携軸（路線バス）

基幹交通軸（市民バス）

支線交通

凡例
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表 久慈市の地域公共交通の機能等 

名称 交通モード 機能等 主な対象 

都市間連携軸 

鉄道 
○他都市との広域的な移動（日常生活、

観光利用）を支える路線 

○中心拠点及び交通結節点に結節 

三陸鉄道リアス線 

JR 八戸線 

路線バス 

平庭高原線（白樺号） 

二戸・久慈線（スワロー号） 

久慈・大野線 

基幹交通軸 市民バス ○市内の地域間の移動を支える路線 市民バス 

支線交通 

デマンド 

タクシー 

自 家 用 有 償 

運送 

○市内の地域内の移動を支える路線 

デマンドタクシー 

山形診療所患者輸送バス 

新たな技術を活用した交通

サービス 

その他 
一般乗用 

タクシー 

〇都市間連携軸（鉄道・路線バス）、基

幹交通軸（市民バス）、デマンドタク

シー、自家用有償運送では対応できな

い小さな需要に対応 

市内を運行するタクシー 

新たな技術を活用した交通

サービス 

 

表 交通拠点 

交通拠点（候補案） 役割 

交通結節点 久慈駅 
〇都市間連携軸と幹線交通又は支線交通が乗り入れる 

交通結節点 
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６-３ 事業実施スケジュール 

○事業実施スケジュールは以下のとおりとします。 

 

 

2024 2025 2026 2027 2028

施策１
地域間内の移動を支え連携を促す公共交通ネットワークの利便性
向上

事業１-１　地域の実情に応じた公共交通の検討

事業１-２　公共交通機関同士の接続性の向上

事業１-３　公共交通以外の移動手段との統合

施策２
市街地の賑わいを支える公共交通ネットワークの利便性向上

事業２-１　日中帯における主要拠点を運行する区間の単純化

事業２-２　基幹交通軸（市民バス）以外の移動サービス
　　　　　　　の検討

施策３
広域の移動を支える公共交通ネットワークの確保・維持

事業３-１　都市間連携軸（鉄道）の確保・維持

事業３-２　都市間連携軸（路線バス）の確保・維持

事業３-３　観光施設へのアクセス手段の確保・利便性の向上

施策４
関係機関と取り組む分かりやすい・利用しやすい利用促進の展開

事業４-１　利用促進ツールの作成・発信

事業４-２　オープンデータの活用

事業４-３　北いわてMaaSへの基幹交通軸（市民バス）の参画

事業４-４　待合環境の整備

事業４-５　基幹交通軸（市民バス）におけるICカード
　　　　　　　の導入

事業４-６　車両環境の統一化

施策５
多様な主体との連携による体制づくり

事業５-１　モビリティ・マネジメントの推進

事業５-２　高齢者の交通支援制度の拡充

事業５-３　地域住民との協働による移動手段の確保

計画の目標 事業名
スケジュール

目標③：
快適に使える公共交通ネット
ワーク

目標④：
みんなで創る公共交通ネット
ワーク

目標①：
高校生や高齢者等の市民にも使
いやすい公共交通ネットワーク

目標②：
交流を促す公共交通ネットワーク

協議検討

実証

運行

効果

検証 見直し

協議 再編の実施

効果

検証 見直し

検討・協議 見直し

検討・協議

協議 再編の実施

効果

検証 見直し

協議 再編の実施

協議 再編の実施

効果

検証 見直し

協議・実施

協議・実施

協議 再編の実施

効果

検証 見直し

検討 作成・配布

効果

検証 見直し

検討 更新

効果

検証 見直し

協議 再編の実施

効果

検証 見直し

検討・協議

協議 再編の実施

効果

検証 見直し

実施

協議・実施
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７． 施策・事業の推進体制 
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７-１ 推進・管理体制 

〇計画の推進にあたっては、久慈市が中心となって市民・交通事業者・関係主体等とそれぞれの

主体の基本的な役割に基づき、連携・協働しながら取り組みます。 

○今後も引き続き下記の関係主体等から構成された「久慈市地域公共交通会議」による管理のも

と、計画全体の推進及び事業の進捗状況の確認、目標の達成状況の確認等を行い、計画の着実

な推進をします。 

 

 

区分 基本的な役割 

久慈市 

○計画全体を進行する役割を担い、主体的に計画の管理及び推進を図るとともに、

公共交通の確保・維持に向けた検討を行う。 

○また、他の分野とも連携を図るための“橋渡し”となる役割を担い、市全体での取

り組みの推進を図る。 

市民・市内の 

各種団体 

○公共交通の利用者の目線から、公共交通の改善に向けて積極的な意見・アイディ

アを発案する役割を担う。 

○また、行政とともに公共交通を支えるなど、協働の取り組みによる公共交通の確

保・維持に向けた取り組みの展開を図る。 

交通事業者 
○公共交通の運営・運行主体として、本計画に基づいた事業の展開を行うととも

に、市とともに持続可能な公共交通に向けた検討を進める。 

国・県 
○全体的な統括の視点や、他地域での事例等を踏まえながら計画の推進に対して

助言する。 

道路管理者 ○道路行政の視点から公共交通運営の正当性・妥当性について判断する。 

交通管理者 
○道路上の交通を管理する視点から公共交通運営の正当性・妥当性について判断

する。 

有識者 ○本計画に示す事業の実施方針等について、多角的な視点から助言等を行う。 

 

 

  

表 関係する主体と基本的な役割 
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７-２ 計画の管理方法 

○各基本目標の達成状況について継続的にモニタリングを行い、事業ごとに PDCA サイクル4（計

画（PLAN）・実行（DO）・評価（CHECK）・改善（ACTION）の循環検討手法）の考え方に基づ

き、検証を実施します。 

〇具体的に示す事業・事業内容を踏まえて指標及び目標値を設定し、本計画による定量的な効果

について把握します。 

○また、年度ごとの実施において、本計画や地域公共交通確保維持改善事業（国庫補助事業）に

関する協議などを行うため、適宜協議会を開催し、評価結果を検証するとともに、有識者等の

意見を踏まえ実施中の事業内容等を改善するほか、次年度に向けた事業計画の検討を行います。 

 
表 計画の推進方法 

 

 

表 年度ごとの実施内容 

 

 

 

  

 
4 PDCAサイクルとは、計画→実施→検証・評価→改善・見直しを繰り返しながら、品質を高めようとする概念 

令和１０年
（５年目）

令和９年
（４年目）

令和８年
（３年目）

令和７年
（２年目）

令和６年
（1年目）

施策・事業の実施

施策・事業のモニタ
リング・評価

計画の評価指標のモ
ニタリング・評価

計画の見直し検討・
改訂

実施準備 実施準備 実施準備 実施準備実施準備

次期計画の検討

D D D D D

評価
指標

C

A P

評価
指標

C 評価
指標

C 評価
指標

C 評価指標・
計画の評価

C

C A P C A P C A P C A P C

必要に応じて計画変更 A P

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

地域公共交通
会議等の開催

計画に基づき
実施する内容

関連する行事

施策・事業の実施 D
準備

交通会議① 交通会議②

施策・事業の
モニタリング C

次年度への
見直し検討 A

前年度を踏ま
えた事業計画 P

次年度予算要求

次年度の事業
計画の具体化 P
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８． 参考資料 
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８-１ 久慈市の概要 

８-１-１ 位置・地勢 

〇久慈川、長内川、夏井川、宇部川などの流域に広がる平地を丘陵地の森林が包み込むように配

置され、東側は久慈湾を臨み、豊かな自然環境に恵まれた都市を形成しています。年間平均降

水量は、1,000 から 1,200 ㎜と県内でも比較的少なく、夏期にはやませ（偏東風）が発生し年

間平均気温は、10℃前後と比較的冷涼な気候です。 

 

 

 

 

 

 

 

図 地勢  
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８-１-２ 人口 

〇総人口は、1980 年（昭和 55 年）をピークに現在まで減少傾向にあり、2020 年（令和２年）は

33,043 人と約 10,000 人減少（24％減）しています。また、今後も人口減少は継続する見込み

であり、おおよそ 20 年後の 2040 年（令和 22 年）には 26,111 人となる見込みです。 

〇総人口の減少が各年齢層で続く一方で、高齢化が進展し、2040 年（令和 22 年）の高齢化率は

42.5％を上回る見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 久慈市の総人口及び高齢化率の推移（1980 年～2045 年） 

資料：（1980～2020年）国勢調査（2020～2045年）国立社会保障・人口問題研究所 
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８-１-３ 人口分布 

〇人口分布をみると、市内全域に渡り広範囲に分布しています。その中でも久慈駅周辺は人口が

集積しています。また、集積はありませんが侍浜地区は広範囲に人口が分布しつつ人口が一定

数点在しています。山形地区は広範囲に少数が点在しています。 

 

 

 

 

 

図 人口分布状況 

資料：2020年国勢調査  
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８-１-４ 施設の立地状況 

（１）商業施設の立地状況 

〇市内の 1,000 ㎡以上の面積を有する大規模商業施設は 13 施設あり、その多くは久慈地区にあ

り、特に久慈駅周辺に集中しています。 

〇一方、その他の地区には施設が立地しておらず、地区内で買い物をすることは困難な状況と考

えられ、久慈地区へ移動していると推察されます。 

 

 

 

図 商業施設の立地状況 

資料：2020年全国大型小売店総覧  
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（２）医療施設の立地状況 

〇市内の医療施設は 15 施設（うち病院：3、一般診療所：12）あり、その多くは久慈地区にある。

また、山形地区は診療所が立地しています。 

〇一方、その他の地区には医療機関が立地しておらず、地区内で通院をすることは困難な状況と

考えられ、久慈地区へ移動していると推察されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 医療施設の立地状況 

資料：地域医療情報システム（令和 2年度 2月時点） 
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61 

（３）教育施設の立地状況 

〇市内の教育機関は 24 施設（うち小学校：13、中学校：8、高等学校：3）あります。 

〇小中学校は各地区内に立地していますが、高等学校は３校であり、地区を跨いで移動する場合

や市外の高校へ乗り継いで移動する場合が推察されます。 

 

 

 

図 教育施設の立地状況 

資料：国土数値情報  
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（４）観光資源 

〇市内には多くの観光資源があり久慈琥珀は名産品となっています。また、久慈海岸沿いは海女

さんたちの観光施設「小袖海女センター」があり、NHK 連続テレビ小説『あまちゃん』をきっ

かけに全国から注目を集め、毎年 7～9 月に行われている「海女の素潜り実演」を見学するた

め多くの方が訪れています。 

〇そのほか、久慈市情報交流センターYOMUNOSU や道の駅くじやませ土風館、令和 5 年 4 月に

オープンした道の駅いわて北三陸など情報発信や物産の拠点となる施設も立地しています。 

 

 

 

図 観光施設の立地状況 

資料：国土数値情報、一般社団法人 久慈市観光物産協会 HP 
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表 観光施設の立地状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

no 名称 地域 

  温泉・温浴施設   

1 久慈健康ランド古墳ノゆ 長内 

2 新山根温泉べっぴんの湯 山根 

3 平庭山荘・しらかばの湯 山形 

  観光案内所   

4 久慈市情報交流センターYOMUNOSU（よむのす） 久慈 

  観光施設   

5 久慈海岸 長内 

6 もぐらんぴあ 久慈 

7 久慈城跡 大川目町 

8 あーとびる麦生 侍浜 

9 小袖海女センター 宇部 

10 平庭高原スキー場 山形 

11 平庭高原 山形 

12 内間木ビジターセンター 山形 

  国登録有形文化財   

13 アレン記念館 久慈 

  博物館   

14 久慈琥珀博物館 小久慈 

15 三船十段記念館 久慈 

  物産   

16 道の駅いわて北三陸 夏井 

17 道の駅くじやませ土風館 久慈 

18 北三陸天然市場 長内 

19 道の駅白樺の里やまがた 山形 

  歴史民俗資料館   

20 久慈市歴史民俗資料室 小久慈 
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８-１-５ 移動流動 

（１）通勤流動 

〇本市に常住する通勤者 16,181 人のうち市内への通勤者は、14,190 人（87.7%）、市外への通勤

者 1,991 人（12.3%）と市外よりも市内への通勤流動が多い傾向です。 

〇市外の行先は、洋野町が 458 人（2.8%）と最も多く、次いで野田村が 329 人（2.0%）と続い

ています。 

 

 

 

図 通勤流動 

資料：2020年国勢調査 
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（２）通学流動 

〇本市に常住する通学者は、17,326 人のうち市内への通勤者は、15,111 人（87.2%）、市外への

通学者 2,215 人（5.3%）と市外よりも市内への通勤流動が多い傾向です。 

〇市外の行先は、洋野町が 476 人（2.7%）と最も多く、次いで野田村が 366 人（2.1%）と続い

ています。 

 

 

 

図 通学流動 

※流入流出率 1％以上表示 

資料：2020年国勢調査  
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（３）買い物流動 

〇買い物の流動をみると、市内の行先が約 87%と市外よりも市内への流動が多い特徴です。 

〇市内の傾向をみると、各地域から長内地域や久慈地域に集中している傾向がみられます。 

〇市外への流動は長内地域、小久慈地域、久慈地域、夏井地域、侍浜地域から八戸市に移動がみ

られます。 

 

 

 

図 買い物流動 

資料：2022年市民アンケート調査 
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８-１-６ 観光動向 

〇観光入込客数の推移をみると、2017 年度から 2019 年度は横ばいで推移しているものの 2020

年度には 306,395 人と半数近く減少しました。この背景としては新型コロナウイルス感染症拡

大に伴う外出自粛などの影響によるものと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 久慈市の観光入れ込み客数の推移 

資料：岩手県観光統計  
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８-２ 関連する計画等における公共交通の考え 

８-２-１ 上位・関連計画の概要 

（１）第２次久慈市総合計画 

〇上位計画である第２次久慈市総合計画では、「子どもたちに誇れる 笑顔日本一のまち 久慈」

をまちづくりの将来像として掲げ、その実現に向けて３つの基本戦略と７つの重点戦略を定め

ています。 

〇それぞれの戦略目標の達成に向けて各施策を位置付けておりますが、そのうち公共交通に関連

する施策は下図のとおりです。 

 

項 目 内 容 

計画期間 2016 年度～2025 年度（平成 28 年度～令和 7 年度） 

目指す将来の姿 子どもたちに誇れる 笑顔日本一のまち 久慈 

基本方針 【重点戦略】いつまでも 住み続けたいと 思うまちづくり 

【基礎戦略１】共に支え、元気と 安らぎあふれる まちづくり 

【基礎戦略２】総合力豊かな人材を 育てるまちづくり 

【基礎戦略３】資源を生かす魅力と やりがいのある 産業のまちづくり 

主要施策 【重点戦略】 

（1）くじの魅力発信プロジェクト 

（２）日本一の地域づくりプロジェクト 

（３）安心・安全のまちプロジェクト 

（４）みんなに愛されるマイバス・マイレールプロジェクト 

（５）安心できる医療福祉のまちプロジェクト 

（６）出愛いと地元愛の育みプロジェクト 

（７）魅力ある仕事起しプロジェクト 

公共交通に 

関する記述内容 

①交通網の効果的・効率的な構造転換の推進 

〇住み慣れたところで通院や通学、買い物など安心して暮らすことができるよう

にするため、また市外との積極的な交流を促すため、広域間を結ぶ交通、市街

地のポイントと各地域を結ぶ交通及び生活を支える各地域内を結ぶ交通を整

備し、面的な交通ネットワーク整備による効果的かつ効率的な運行と、市民と

共に地域それぞれに合った交通の確保を目指します。 

 

②愛着あふれる公共交通の推進 

〇利用促進イベントや乗り方教室など子どもから大人まで公共交通機関に触れ

合える機会をより多く作ることでマイバス・マイレールの意識付けを図るととも

に、公共交通の必要性や意義などの啓発を通じて住民・企業・行政を含めた地

域全体で公共交通を支え合う社会を目指します。 
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（２）久慈市都市マスタープラン 

〇都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の 2 に規定されている「市町村の都市計画に 

関する基本的な方針」に対応する都市計画分野の最上位計画として、都市の「将来像」とその

実現のための「まちづくりの方針」を明らかにする計画です。計画期間は平成２８年度から令

和１７年度の概ね 20 年としています。 

 

項 目 内 容 

計画期間 2016 年度～2036 年度（平成 28 年度～令和 17 年度） 

目指す将来の姿 三陸の光輝く海と自然に包まれた 心豊かな くじ 

都市整備の方針 将来都市構造 

都市拠点 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市軸 
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項 目 内 容 

将来都市構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

項 目 内 容 

地域づくりの 

方針 

 

地域ごとの方針 

 

区分 方針 

夏井・久慈川南部・長内

川西部・宇部地域 

○公共交通は、地域の多様なニーズに対応すると

ともに、地域間を効率的に結ぶ公共交通ネッ

トワークの形成に努めます。 

久慈川北部・久慈川西

部・長内川東部地域 

○公共交通は、地域の多様なニーズに対応すると

ともに、市街地や地域間を効率的に結ぶ公共

交通ネットワークの形成に努めます。 

市街地地域 ○幹線道路、身近な市道、公園など広場の整備に

努めるとともに、久慈駅前交通広場の整備に

よるバスターミナル機能の向上に努めます。 

基本目標 目標１：市民の参加と協働でつくるまち（市民参加・官民協働） 

目標２：すべての人が安全で安心して暮らせるまち（防災・医療・福祉・子育て） 

目標３：豊かな自然を継承するまち（環境保全・低炭素・景観まちづくり） 

目標４：快適で豊かな生活を創造するまち（市街地整備・居住環境・交通・集約型

都市構造） 

目標５：地域資源を活かした活力あるまち（産業振興・観光振興・市街地活性化） 

公共交通に 

関する記述内容 

【都市施設】 

○鉄道の利用促進、利便性の向上を図るため、駅前広場などの施設の整備、改善

に努めます。 

○駅周辺駐車場、駐輪場の維持、確保に努めます。 

○市民バスなどの運行の維持と利用促進、また、市民ニーズや利用状況に応じた

運行に努めます。 

 

【その他の公共施設】 

○久慈駅前複合施設（図書館・地域交流センターほか）の都市計画決定を検討し

ます。 
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８-２-２ 公共交通に求められる役割 

〇本市が目指す将来都市像の実現には、公共交通施策だけではなく、まちづくり全体の視点から

俯瞰して捉えることが重要であり、関連する分野と連携・整合を図りながら取り組みを進める

ことが必要です。前項までに整理した上位計画における事業等の位置付けや関連計画において、

公共交通に求められる役割について整理します。 

 

表 公共交通に関わる方針・施策 

区分 分野 求められる役割 

上位 

計画 

市全体 

（第２次久慈市総合計画） 

〔公共交通事業の確保維持の役割〕 

○公共交通事業の利便性を高め、確保維持することで自由な移

動に制約をもつ高齢者なども安心して外出できる生活環境

を構築し市民の日常生活における移動を支える役割 

 

〔地域全体で公共交通を支える体制整備〕 

○市民・地域・行政を含めた地域全体で公共交通を支えあい、将

来にわたり公共交通を維持する体制を構築 

市全体 

（都市マスタープラン） 

〔市全体のまちづくりを支える役割〕 

○中心拠点、地域生活拠点、環境拠点からなるコンパクト都市構

造を支える拠点間を結ぶ一体的な公共交通ネットワーク構

築 

関連 

計画 

まちづくり分野 

（人口ビジョン及びまち・

ひと・しごと創生総合戦

略） 

〔市街地中心部へのアクセス性・回遊性を確保する役割〕 

○都市機能や居住の誘導を図る区域に対して、公共交通分野で

はこれらの誘導区域と周辺部とのアクセス性や誘導区域内

での回遊性の向上を図るなど、市全体を俯瞰して一定の利便

性を確保・維持する役割（コンパクト＋ネットワークの実現） 

まちづくり分野 

（第 2 期久慈市中心市街

地活性化基本計画） 

〔中心市街地への移動を支える役割〕 

○中心市街地への移動手段を地域の特性等に応じて適切に維持

することにより、地区間の連携を支える役割 

〔わかりやすく利用しやすい移動を支える役割〕 

○利用者にとってわかりやすい情報の提供、利用しやすい環境

を提供することで、円滑な移動を支える役割 

福祉分野 

（高齢者福祉計画など） 

〔各地域内でのコミュニティを維持する役割〕 

○地域内で適切な移動手段を提供することにより、地域内のコ

ミュニティの形成・維持に資する役割 
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８-３ ニーズ調査の実施概要 

市民アンケ―ト 

 

項 目 内 容 

調査対象 市内在住の 18 歳以上 85 歳以下の男女 

配布・回収方法 郵送配布、郵送又は Web 回収 ※Web 回答は一般層のみ 

配布・回収数 配布数：3,000 票 回収数：1,032 票（回収率 34.4%） 

調査項目 
日常生活の移動実態、公共交通の利用、公共交通に対する認識・考え、移動に対する

考え、コロナ禍による行動変容、基本属性 

 

 

 

 

 

 

高校生アンケート調査 

 

項 目 内 容 

調査対象 

久慈広域の高等学校の１、２年生 

※岩手県立久慈高等学校、岩手県立久慈東高等学校、岩手県立久慈高等学校長内

校、岩手県立久慈工業高等学校、岩手県立種市高等学校、岩手県立大野高等学校 

配布・回収方法 
配布：学校を通じて配布（ホームルームなど） 

回収：後日、訪問して記入済み調査票を回収 

配布・回収数 

岩手県立久慈高等学校  配布：265 票 回収：226 票（85.3％） 

岩手県立久慈東高等学校  配布：386 票 回収：217 票（56.2％） 

岩手県立久慈高等学校長内校 配布：30 票  回収：30 票（100.0％） 

岩手県立久慈工業高等学校  配布：42 票  回収：42 票（100.0％） 

岩手県立種市高等学校  配布：74 票  回収：66 票（89.2％） 

岩手県立大野高等学校  配布：43 票  回収：34 票（79.1％） 

調査項目 

高校への通学について（通学手段、利用するバス停・駅名）、公共交通を利用する上で

不満に感じること、公共交通を利用しない理由、学校から帰宅するまでの行動につい

て（行先、移動手段、移動時間、公共交通の利用頻度）、休日の公共交通の利用、公共

交通全般に関するご意見 
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利用者アンケート調査 

 

項 目 内 容 

調査対象 市民バス利用者 

配布・回収方法 降車時に乗務員が調査票と返信用封筒を手渡し郵送にて回収する 

回収数 102 票 

調査項目 乗降バス停、利用頻度、市民バスが便利になるための方法、基本属性 

 

 

 

 

 

 

関係者ヒアリング調査 

 

項 目 内 容 

調査対象 

①交通事業者 JR バス東北、ヒカリ交通、三陸観光、三河交通、岩手県北バス 

②庁内関係部署 商工観光課、建設企画課、生活環境課、社会福祉課、地域包括支援

センター、教育総務課、山形診療所 

実施方法 調査員の訪問による聞き取り又は WEB 会議を活用した聞き取り 

調査項目 

①交通事業者 会社概要、公共交通の利用状況・問題点・改善点、交通拠点や待合環

境の整備状況、利用促進の取り組み、現在の運行に対する事業者の意向 

②庁内関係部署 現在の事業の実施状況、公共交通以外の移動サービスの実施状

況、公共交通に対して求める役割 
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８-４ 策定体制 

久慈市地域公共交通会議規約 ※抜粋 

（設置） 

第１ 道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

（平成 19 年法律第 59 号）の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバ

ス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実

現に必要となる事項を協議するため、久慈市地域公共交通会議（以下「会議」という。）を置く。 

 

 

（所掌事項） 

第２条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。 

(１) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金に関すること。 

(２) 市運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。 

(３) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律で規定する地域公共交通の活性化及び再生を

推進するための計画（以下「交通計画」という。）の策定及び変更に関すること。 

(４) 交通計画の実施に関すること。 

(５) 交通計画に位置づけられた事業の実施に関すること。 

(６) 会議の運営方法その他会議が必要と認める事項 

 

 

（組織） 

第３条 会議は、委員 26 人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は

任命する。 

(１) 国土交通省東北運輸局岩手運輸支局の職員 

(２) 岩手県県北広域振興局の職員 

(３) 岩手県公安委員会が指名する者 

(４) 岩手県警察久慈警察署の職員 

(５) 一般旅客自動車運送事業者及びその事業者で組織する団体の代表者 

(６) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表者 

(７) 鉄道事業者の代表者 

(８) 道路管理者又はその指名する者 

(９) 住民又は利用者 

(10) 識見を有する者 

(11) 副市長 

 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

 

（会長） 

第５条 会議は、会長が招集する。 

２ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。 

３ 会議は、原則として公開で行うものとする。 
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（意見の聴取） 

第６条 会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

 

（庶務） 

第７条 会議の庶務は、総合政策部地域づくり振興課において処理する。 

 

（補則） 

第８条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、会長が会議に諮り定め

る。 
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久慈市地域公共交通会議の構成員 

                                       令和 5 年 11 月現在 

No 所属 役職 氏名 備考 

1 国土交通省東北運輸局岩手 

運輸支局 

輸送監査部門首席運輸企画 

専門官 
竹 林 孝 也 

 

2 国土交通省東北運輸局岩手 

運輸支局 

企画調整部門首席運輸企画 

専門官 
村 林 真 悟 

 

3 
岩手県県北広域振興局 

経営企画部企画推進課長兼 

復興推進課長 
山 本 章 博 

 

4 
岩手県公安委員会 

岩手県警察本部交通部交通 

規制課交通規制課長 
高 橋 紀 彦 

 

5 久慈警察署 交通課長 長 村 大  

6 岩手県北自動車(株) 営業本部乗合事業部事業部長 八 木 澤 健  

7 ＪＲバス東北(株)盛岡支店 支店長 田 村 淳  

8 (株)ヒカリ総合交通 専務取締役 鹿 糠 幸 司  

9 三陸観光(株) 代表取締役 中 平 優 二  

10 (株)三河交通観光 代表取締役 三 河 博 之  

11 (公社)岩手県バス協会 事務局長 鈴 木 一 成  

12 (一社)岩手県タクシー協会久慈支部 支部長 鹿 糠 幸 司  

13 
東日本旅客鉄道労働組合 

盛岡地方支部 バス二戸分会 
書記長 栗 谷 川  力 

 

14 東日本旅客鉄道(株)八戸営業統括 

センター 
所長 吉 田 正 樹 

 

15 
三陸鉄道株式会社 

久慈派出所旅客営業副部長兼 

久慈派出所長兼久地駅長兼指令長 
畑 田 健 司 

 

16 国土交通省東北地方整備局 

三陸国道事務所 
久慈維持出張所長 福 田 淳 二 

 

17 岩手県県北広域振興局 土木部道路整備課長 田 中 傑  

18 久慈商工会議所 専務理事 一 田 昭 彦  

19 久慈市区長会 会長 三 船 進 一  

20 久慈市老人クラブ連合会 会長 村 田 東 助  

21 (一社)久慈市観光物産協会 事務局次長 廣 内 留 美  

22 岩手県高等学校校長協会久慈支会 久慈支会長 藤 田 知 彦  

23 久慈市PTA連合会 副会長 下 舘 純 也  

24 久慈地区バス路線を守り広める会 会長 八 屋 勉  

25 岩手大学 助教 谷 本 真 佑 
 

26 久慈市 副市長 澤 里 充 男  
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